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議案第３５号 

 

京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部

改正について 

 

 京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり定める。 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月２７日 提出 

 

京田辺市長  上 村  崇 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本件は、議員の職務と責任の重要性、府内の他市の状況等を考慮し、議員報

酬の改定を行うとともに、国家公務員等における旅費制度見直しに伴い、本市

においても経済社会情勢の変化に対応するため、提案するものである。 

 



【完】改め文.docx 

京田辺市条例第  号 

 

京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例（案） 

 

京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例（昭和３１年京田

辺市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項第１号中「５１５，０００円」を「５３５，０００円」に改め

、同項第２号中「４３０，０００円」を「４５０，０００円」に改め、同項第

３号中「４０５，０００円」を「４２５，０００円」に改め、同項第４号中「

４００，０００円」を「４２０，０００円」に改める。 

第４条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定により支給する旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのも

のとして規則で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び

方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災

その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅

行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。 

第４条第４項を削る。 

別表を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例（次項

において「新条例」という。）の規定は、同項に定めるものを除き、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に完了する旅行について適用

し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 

３ 新条例の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行の

うち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対
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応する分については、なお従前の例による。 

 （京田辺市議会広報広聴特別委員会条例の一部改正） 

４ 京田辺市議会広報広聴特別委員会条例（令和３年京田辺市条例第１７号）

の一部を次のように改正する。 

  第７条を削り、第８条を第７条とする。 

 



京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

改正案 現 行 改正理由 

（議員報酬） （議員報酬）  

第２条 議員報酬は、次のとおりとする。 第２条 議員報酬は、次のとおりとする。  

（１） 議長 月額 ５３５，０００円 （１） 議長 月額 ５１５，０００円 報酬の改定 

（２） 副議長 月額 ４５０，０００円 （２） 副議長 月額 ４３０，０００円  

（３） 委員長 月額 ４２５，０００円 （３） 委員長 月額 ４０５，０００円  

（４） 議員 月額 ４２０，０００円 （４） 議員 月額 ４００，０００円  

２ （略） ２ （略）  

（費用弁償） （費用弁償）  

第４条 （略） 第４条 （略）  

２ 前項の規定により支給する旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして

規則で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行し

た場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に

より最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった

経路及び方法によって計算する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、別表のとおりとする。 旅費の計算方法

の変更 

３ （略） ３ （略）  

 ４ 議員が招集に応じ、本会議又は付議された事件を審議する委員会に出席した場合

は、費用弁償として１日につき１，５００円を支給する。 

委員会出席の費

用弁償の削除 

 別表（第４条関係） 別表の削除 

 鉄道賃、船

賃及び航空

賃 

車賃（１k

mにつき） 

日当（１日につき） 宿泊料（１夜に

つき） 

食卓料（１夜に

つき） 鉄道５０km以上、

水路５０km以上、

陸路１５km以上

（片道） 

鉄道５０km未満、

水路５０km未満、

陸路１５km未満

（片道） 

１等旅客運

賃及び特別

車両料金等 

３７円 ３，０００円支給しない。ただ

し、宿泊を伴う場

合は３，０００円

を支給する。 

１３，３００

円。ただし、備

考に掲げる地

域での宿泊料

は１４，８００

円とする。 

３，０００円

 

 

 備考  

 

 

 

宿泊料の特例地域は、東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模

原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市及び福岡市とする。 

 

 

 

 



京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

改正案 現 行 改正理由 

［京田辺市議会広報広聴特別委員会条例の一部改正（附則第４項関係）］ 

 

 

 

 

 

 （委任） 

第７条 （略） 

［京田辺市議会広報広聴特別委員会条例の一部改正（附則第４項関係）］ 

 （費用弁償） 

第７条 委員が招集に応じ委員会に出席したときは、費用弁償を支給することができ

る。 

２ 前項の費用弁償の額は、京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

（昭和３１年京田辺市条例第８号）第４条第４項に規定する額と同額とする。 

 （委任） 

第８条 （略） 

 

引用条文の削除 

 

 

 

 

 

条の繰り上げ 

 


